
令和７年 12 月 19 日 
置 賜 総 合 支 庁 

 

「食品ロスを減らそう！」フードドライブを実施します 

 

この取組みの一環として、置賜総合支庁では、県民を対象としてフードドライブ※を令和４

年度から定期的に実施しています。令和６年度のフードドライブでは、合計879点、603kgと大

変多くの物を御提供いただきました。 

今年度について下記のとおり行うこととしましたので、事業の周知と当日の取材について、

御協力くださるようお願いします。 

 

※ フードドライブ 

家庭で使わずに眠っている食品を持ち寄り、フードバンク団体（支援を必要として

いる方に食料を提供する団体）等に寄附する活動 

 

記 

 

１ 日時・場所  

⑴  令和８年１月21日（水） 置賜総合支庁   １階ロビー  午前８時～午後４時 

⑵  令和８年１月22日（木） 西置賜地域振興局 １階ロビー  午前８時～午前９時  

201会議室  午前９時～午後４時 

※ 環境課職員が受け取ります。 

※ 21日の午前８時から９時頃までは、 

ごみゼロくんの着ぐるみも登場してＰＲします。 

 

２ 受け入れる物  

⑴  食品 

常温保存可能で、未開封かつ賞味期限が令和８年４月以降のもの 

（例）インスタント食品、レトルト食品、缶詰、瓶詰、調味料、お菓子、飲料（ジュー

ス、お茶、水などでアルコール飲料を除く）、ギフトセット（御歳暮、御年始な

ど）、お米（令和６年産以降）、乾麺、餅、粉ミルク など 

 ⑵ 生活消耗品 

未使用かつ未開封のもの 

   （例）ティッシュ、トイレットペーパー、タオル、洗剤、文房具、マスク など 

 

（次ページに続きます） 

 

 

 

ごみゼロやまがた 
県⺠運動キャラクター 

「ごみゼロくん」 



３ 集まった食品等の寄附 

集まった食品等は「特定非営利活動法人えき・まちネットこまつ」及び「フェリーチェの

会」を通して、食の支援等を必要としている方に提供します。 

令和８年１月26日(月)の午後２時から、置賜総合支庁２階講堂において、各代表の方に 

参加いただいて贈呈式を行う予定です。（こちらも取材可能です） 

 

 

【特定非営利活動法人えき・まちネットこまつ】 

ＪＲ羽前小松駅を拠点とし、行政や学校など多様な団体との協働により、地域住民主

体のまちづくりや地域づくりを推進する団体。 

会員である県立置賜農業高校の生徒が活動の一環としてフードドライブや子ども食堂

活動を行っている。 

（参考） http://www.npo-ekimachi.org/ 

 

 

【フェリーチェの会】 

米沢市を拠点に活動する地域住民、学生で構成されたボランティア団体。 

子ども食堂の開催及び米沢市内の学生・市民向けに食糧、日用品を無料で配布する

フードパントリー活動を定期的に行っている。 

ボランティアスタッフとして山形大学や米沢栄養大学の学生が活動に参加しており、

子ども食堂は学生が中心となって運営している。 

（参考） http://felicegrop.wixsite.com/felice 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 

 課長補佐 横山 

TEL：0238-26-6034 

 広報監 総務企画部長 小林直樹 



置賜総合支庁環境課
廃棄物対策担当 ０２３８(２６)６０３４

にご協力ください
ご家庭で使わずに眠っている食品を集める

「フードドライブ」を実施します

提供いただける食品がありましたら、ぜひお持ちください

集まった食品は、フードバンク団体を通じて、食の支援を

必要としている方に提供されます

【日時①】 令和 ８年 １月 21日 （水） ８時～１６時

【会場①】 置賜総合支庁本庁舎１階 ロビー（米沢市金池7－1－50）

<具体例>

・インスタント食品、レトルト食品

・缶詰、瓶詰、乾物 （海苔など）、ふりかけ

・調味料 （しょうゆ、みそ、砂糖、食用油など）

・お菓子、飲料 （ジュース、お茶、水など）

・ギフトセット （御歳暮、御年始）

・お米（令和6年産以降）、乾麺、餅、粉ミルク

お問い合わせ先

フードドライブ

フードドライブ とは？

家庭で買いすぎてしまったり、もらったけれど使う予定がない食品を集めて、フード
バンク（支援を必要としている方に食料を提供する団体）等に寄付する活動です

環境にも社会にも
やさしいゼロ！

ごみゼロやまがた
県民運動キャラクター
「ごみゼロくん」

①常温保存可能なもの

②未開封のもの

③賞味期限が令和８年４月以降のもの

④アルコール飲料以外のもの

対象となる
食品

生活消耗品もお持ちください（未使用かつ未開封のもの）
＜具体例＞ティッシュ、トイレットペーパー、タオル、洗剤、文房具、マスク

【日時②】 令和 ８年 １月 ２2日 （木） 8時～１６時

【会場②】 置賜総合支庁 西置賜地域振興局１階 ロビー又は２階２０１会議室

（長井市高野町２－３－１）
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